
 申込者用  
 

有機微量元素分析料金の「費用付替（受託研究費等）」による支払いの取り扱いについて 

 

令和2年度申込分より、受託研究費等による費用付替での支払いも選択可能となります。 

但し、学内での申込分に限ります。 

 

■ 「費用付替（受託研究費等）」となる財源 

受託研究費や寄附金等 （※） 

 

■ 費用付替時期について （R2 年度の場合） 

 

元素分析完了日 支払方法 費用付替時期 

R2 年４月～９月 

費用付替 

R2 年 10 月 

R2 年１０月～１２月 R3 年 1 月 

R3 年 1 月 R3 年 2 月 

R3 年 2 月 R3 年 3 月 

 

完了日は分析結果報告書の「分析報告日」とする。 

 

～～「費用付替」を希望する申込者の方へのお願い～～ 

 

◆ 「費用付替」として申込できるのは 1 月受付日分までとします。 

  2 月～3 月分については「科研費による請求書」又は「予算振替（運営交付金）」での

支払いにてお申し込みください。 

 

◆ （※）委託元や寄附金によって制度が違うため、支払が可能かどうかを所属部局の各

財源担当事務に事前確認のうえ、申込をお願いします。（南西側で判断はできませ

ん。） 

 

◆ 申込書の【連絡事項】欄に下記の情報を追記願います。 

  

・プロジェクト名 

 ・プロジェクト番号 

 

 


